
4 策定の経緯
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5 市民意見の反映に関わる取組

本計画の策定に当たっては、案の検討段階から計画案の作成の段階まで、市民の方から幅広

くご意見をいただく機会を設け、計画への反映について検討を進めてきました。

いただいたご意見などは、可能な限り本計画に反映しています。

取組 参加者数 概 要

子どもアンケート

（令和６年（２０２４年）

　８月～１０月）

１，５３０人 市内の小学３～６年生を対象に、住みた

い地域や将来の札幌のまちについてご意

見をいただきました。

オープンハウス（全１１箇所）

（令和６年（２０２４年）

　１１月～１２月）

１，１０３人 計画の見直しの方向性について、常駐す

る職員からパネルを使用して説明した上

で、都市づくりを行う上で重要と考える

要素等についてご意見をいただきました。

パブリックコメント

（令和７年（２０２５年）

　１１月～１２月）

１９人 計画案を市役所、区役所等に配架すると

ともに、ＨＰに公表し、ご意見をいただ

きました。

（２）都市計画マスタープラン等見直し検討部会 委員名簿

＜敬称略、五十音順、令和８年（２０２６年）３月現在＞

（部会長）

専攻・分野 氏名 職等

経済 石嶋
いしじま

芳
よし

臣
おみ

北海学園大学経営学部教授

造園 大島
おおしま

卓
まこと

札幌市立大学デザイン学部准教授

交通計画 岸
きし

邦
くに

宏
ひろ

北海道大学大学院工学研究院教授

法律 岸本
きしもと

太樹
た い き

北海道大学大学院法学研究科教授

商工業 佐藤
さ と う

源五郎
げんごろう 札幌商工会議所総務委員会副委員長

（札幌商工会議所住宅・不動産部会部会長（～令和７年１１月））

都市計画 渡部
わたなべ

典
のり

大
ひろ

北海道大学大学院工学研究院准教授
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（２）調査結果

①現在住んでいるところについて

Ｑ 地下鉄やＪＲの駅が近く、楽しく買い

物することができて、まちがにぎわっ

ていると思いますか

Ｑ 近くにスーパーやコンビニなどがあっ

て、買い物がしやすいですか

Ｑ 通学路やよく歩く道路は、歩道が広く、

安心だと思いますか

Ｑ 公園や児童会館など、友達と集まったり、一

人で過ごしたりできる場所がありますか
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5-1 子どもアンケート

（１）実施概要

① 目的

次代を担う子ども達を対象に、「現在住んでいる地域の印象」、「未来の札幌のまちのイメー

ジ」等をアンケートで把握し、計画の検討を進めました。

② 実施期間

令和６年（２０２４年）８月２９日（木）〜１０月３日（木）

③ 実施方法

札幌市が市内小学校で行っている都市計画制度普及事業（ミニまち講座・まちなみ案内）に

令和６年度に参加した小学校を中心に、行政区や市街地区分を考慮しながら２１校を選出し、

３～６年の児童を対象にアンケート調査を実施しました。

④ 回収状況

１，５３０人（回収率：９３．２％）

図：回答結果【居住している行政区別】

単位：人

図：回答結果【学年別】

図：回答結果【対象校の市街地区分】

単位：人単位：人

単位：人

（）内は学校数

単位：人

（）内は学校数

図：回答結果【居住している行政区別】図：回答結果【居住している行政区別】

単位：人単位：人

図：回答結果【学年別】図：回答結果【学年別】

図：回答結果【対象校の市街地区分】図：回答結果【対象校の市街地区分】
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（２）調査結果

①現在住んでいるところについて

Ｑ 地下鉄やＪＲの駅が近く、楽しく買い

物することができて、まちがにぎわっ

ていると思いますか

Ｑ 近くにスーパーやコンビニなどがあっ

て、買い物がしやすいですか

Ｑ 通学路やよく歩く道路は、歩道が広く、

安心だと思いますか

Ｑ 公園や児童会館など、友達と集まったり、一

人で過ごしたりできる場所がありますか

少しそう思う あまりそう思わない 無回答そう思う そう思わない凡例
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す
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す
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19.0

38.5

42.4

32.2

42.8

42.8

44.4

26.2

16.8

10.6

9.2

18.3

16.0
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（７校）

（１校）

3年生, 

385

4年生, 
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5年生, 
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6年生, 
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5-1 子どもアンケート

（１）実施概要

① 目的

次代を担う子ども達を対象に、「現在住んでいる地域の印象」、「未来の札幌のまちのイメー

ジ」等をアンケートで把握し、計画の検討を進めました。

② 実施期間

令和６年（２０２４年）８月２９日（木）〜１０月３日（木）

③ 実施方法

札幌市が市内小学校で行っている都市計画制度普及事業（ミニまち講座・まちなみ案内）に

令和６年度に参加した小学校を中心に、行政区や市街地区分を考慮しながら２１校を選出し、

３～６年の児童を対象にアンケート調査を実施しました。

④ 回収状況

１，５３０人（回収率：９３．２％）

図：回答結果【居住している行政区別】

単位：人

図：回答結果【学年別】

図：回答結果【対象校の市街地区分】

単位：人単位：人

単位：人

（）内は学校数

単位：人

（）内は学校数

図：回答結果【居住している行政区別】図：回答結果【居住している行政区別】

単位：人単位：人

図：回答結果【学年別】図：回答結果【学年別】

図：回答結果【対象校の市街地区分】図：回答結果【対象校の市街地区分】
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③大人になったときに住みたい地域について

＜「いいえ」と答えた児童の現在住んでいる地域に対する回答（Ｎ＝５３５）＞

＜「いいえ」と答えた児童が大人になったときに住みたい地域（Ｎ＝５３５）＞

※斜線の項目は、住みたい地域として学校の立地する地域を回答したもの

Ｑ 大人になっても今住んでいる地域に住み続けたいですか

学
校
の
立
地
す
る
地
域

学
校
の
立
地
す
る
地
域

はい

65.5

74.2

65.5

63.9

60.0

65.3

64.3

いいえ

33.7

25.8

34.5

34.6

38.5

32.9

35.7

わからない

0.1

0.5

0.2

無回答

0.7

1.0

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全 体

都心

地域交流拠点

複合型高度利用市街地

一般住宅地

郊外住宅地

市街化調整区域

27.3

17.6

20.0

28.8

23.8

31.6

20.0

30.8

23.5

26.7

25.5
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31.4

53.3

13.6

23.5
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17.5
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20.0

26.5
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46.7

24.1

32.0

25.5

6.7

0.6

1.6

0.7
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体（N=535）

都心（N=17）

地域交流拠点（N=30）

複合型高度利用市街地（N=147）

一般住宅地（N=155）

郊外住宅地（N=171）

市街化調整区域（N=15）

札幌駅、大通公園近くの大きなビルやデパートなどがある、まちの中心部

地下鉄やJR駅の近くで、ショッピングセンターなどでの買い物にも便利な場所

自然が身近にある、広くて静かな、一軒家の多い住宅街

わからない

その他

スーパーやコンビニが近く、マンションや一軒家が多い住宅街

無回答

そう思う

26.7

70.9

23.1

58.5

少しそう思う

41.7

18.0

40.6

24.2

あまりそう思わない

19.5

8.3

27.6

11.3

思わない

11.8

2.3

8.1

5.5

無回答

0.2

0.6

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

（１）地下鉄やＪＲの駅が近く、楽しく買い物することが

できて、まちがにぎわっていると思う

（２）近くにスーパーやコンビニなどがあって、

買い物がしやすい

（３）通学路やよく歩く道路は、歩道が広く、安心だと思う

（４）公園や児童会館など、友達と集まったり、

一人で過ごしたりできる場所がある

②遊び場について

Ｑ よく遊んだり過ごしたりする場所はどこですか（当てはまるもの全てに〇）

※その他の意見としては、選択肢以外の公園、祖父母の家、商業施設などが多くみられました

Ｑ 自分の家から歩いて行ける範囲で、どんな場所が欲しいですか

※その他の意見としては、ショッピングモール

などの商業施設、ゲームセンターなどの娯楽

施設などが多くみられました。
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ボール遊びなどができる広いところ

遊具で遊べるところ

宿題をしたり本を読んだり、ゆっくり過ごせるところ
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無回答

友達とおしゃべりをして過ごせるところ

第１章

第２章

第３章

第4章

第5章

第6章

第7章

計
画
の

　
　
基
本
事
項

都
市
づ
く
り
の

こ
れ
ま
で
と

こ
れ
か
ら

都
市
づ
く
り
の
理
念
、

目
標
、
立
地
の
適
正
化
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針

誘
導
区
域
と

誘
導
施
設

誘
導
に
関
す
る

施
策

立
地
適
正
化
計
画

に
お
け
る

防
災
指
針

立
地
適
正
化
計
画
の

実
効
性
向
上
に
向
け
た

指
標
・
目
標
値

資
料
編

- 122 -



③大人になったときに住みたい地域について

＜「いいえ」と答えた児童の現在住んでいる地域に対する回答（Ｎ＝５３５）＞

＜「いいえ」と答えた児童が大人になったときに住みたい地域（Ｎ＝５３５）＞

※斜線の項目は、住みたい地域として学校の立地する地域を回答したもの

Ｑ 大人になっても今住んでいる地域に住み続けたいですか
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の
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す
る
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域

学
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の
立
地
す
る
地
域

はい

65.5

74.2

65.5

63.9
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65.3

64.3

いいえ

33.7

25.8

34.5

34.6
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35.7

わからない

0.1

0.5
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無回答

0.7
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【凡例】

全 体
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市街化調整区域

27.3

17.6

20.0

28.8

23.8

31.6

20.0

30.8

23.5

26.7
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郊外住宅地（N=171）

市街化調整区域（N=15）

札幌駅、大通公園近くの大きなビルやデパートなどがある、まちの中心部

地下鉄やJR駅の近くで、ショッピングセンターなどでの買い物にも便利な場所

自然が身近にある、広くて静かな、一軒家の多い住宅街

わからない

その他

スーパーやコンビニが近く、マンションや一軒家が多い住宅街

無回答

そう思う

26.7

70.9

23.1

58.5

少しそう思う

41.7

18.0

40.6

24.2

あまりそう思わない

19.5

8.3

27.6

11.3

思わない

11.8

2.3

8.1

5.5

無回答

0.2

0.6

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

（１）地下鉄やＪＲの駅が近く、楽しく買い物することが

できて、まちがにぎわっていると思う

（２）近くにスーパーやコンビニなどがあって、

買い物がしやすい

（３）通学路やよく歩く道路は、歩道が広く、安心だと思う

（４）公園や児童会館など、友達と集まったり、

一人で過ごしたりできる場所がある

②遊び場について

Ｑ よく遊んだり過ごしたりする場所はどこですか（当てはまるもの全てに〇）

※その他の意見としては、選択肢以外の公園、祖父母の家、商業施設などが多くみられました

Ｑ 自分の家から歩いて行ける範囲で、どんな場所が欲しいですか

※その他の意見としては、ショッピングモール

などの商業施設、ゲームセンターなどの娯楽

施設などが多くみられました。
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5-2 オープンハウス

（１）実施概要

① 目的

第２次札幌市都市計画マスタープラン、札幌市立地適正化計画及び札幌市都市再開発方針の

見直しに当たって、案の作成段階で今後の都市づくりの方向性に関する市民の幅広い意見を収

集し、計画の検討を進めました。

② 開催場所及び実施期間

開催場所：市役所本庁舎、各区の区役所又は区民センター 全１１会場

※開催期間中は市ホームページでも資料を公開し、意見を募集しました。

実施期間：令和６年（２０２４年）１１月１８日（月）〜１２月２５日（水）

会場 開催日 会場 開催日

札幌市役所本庁舎 １１/２６(火)～２８(木) 豊平区民センター １２/ ２(月)～ ４(水)

中央区民センター １１/２０(水)～２２(金) 清田区役所 １２/ ９(月)～１１(水)

北区役所 １１/１８(月)～２０(水） 南区民センター １２/１１(水)～１３(金)

東区民センター １１/２７(水)～２９(金) 西区民センター １２/１８(水)～２０(金)

白石区複合庁舎 １２/ ４(水)～ ６(金) 手稲区民センター １２/１６(月)～１８(水)

厚別区役所 １２/２３(月)～２５(水)

③ 実施方法

見直しの方向性について、常駐する職員からパネルを使って説明した上で、市民からご意見

をいただきました。

④ 回収状況

・回収件数：１，１０３件（うち、ホームページ等から２０件）

・回答者の年代：１５～６４歳が約５割、６５歳以上が約５割でした。

図：居住区別回収件数 写真：オープンハウスの様子（清田区役所）

中央区, 

93
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回答なし, 

88

④将来の札幌市のイメージ

Ｑ これからの札幌市がどのようなまちになってほしいですか

＜生活と暮らしに関する回答＞

●スーパーマーケットやコンビニなど便利なものが身近にたくさんあって住みやすいまち

●緑豊かで公園が色んな所にあるまち

●小さい子や高齢者、外国人、障がいを持っている人などの色々な人が過ごしやすいまち

●バリアフリー化が進み、色んな人が安心して暮らせるまち

●遊べる所が多いまち

●地下鉄や電車の駅が色んな場所にあり、色んなとこに行きやすいまち

＜都市の成長に関する回答＞

●観光客が多く外国との交流が盛んなまち

●人が多く色んな人と交流が出来るまち

＜札幌ならではの魅力に関する回答＞

●自然豊かなまち

●札幌の魅力あふれるまち

＜環境、安全・安心に関する回答＞

●ＳＤＧｓをすすめているまち、エコなまち

●地震や大雨などの災害に強いまち

＜その他の回答＞

●みんなが優しいまち

●事件や犯罪がないまち

●ポイ捨てがないまち

●ケンカをしないまち など
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5-2 オープンハウス

（１）実施概要

① 目的

第２次札幌市都市計画マスタープラン、札幌市立地適正化計画及び札幌市都市再開発方針の

見直しに当たって、案の作成段階で今後の都市づくりの方向性に関する市民の幅広い意見を収

集し、計画の検討を進めました。

② 開催場所及び実施期間

開催場所：市役所本庁舎、各区の区役所又は区民センター 全１１会場

※開催期間中は市ホームページでも資料を公開し、意見を募集しました。

実施期間：令和６年（２０２４年）１１月１８日（月）〜１２月２５日（水）

会場 開催日 会場 開催日

札幌市役所本庁舎 １１/２６(火)～２８(木) 豊平区民センター １２/ ２(月)～ ４(水)

中央区民センター １１/２０(水)～２２(金) 清田区役所 １２/ ９(月)～１１(水)

北区役所 １１/１８(月)～２０(水） 南区民センター １２/１１(水)～１３(金)

東区民センター １１/２７(水)～２９(金) 西区民センター １２/１８(水)～２０(金)

白石区複合庁舎 １２/ ４(水)～ ６(金) 手稲区民センター １２/１６(月)～１８(水)

厚別区役所 １２/２３(月)～２５(水)

③ 実施方法

見直しの方向性について、常駐する職員からパネルを使って説明した上で、市民からご意見

をいただきました。

④ 回収状況

・回収件数：１，１０３件（うち、ホームページ等から２０件）

・回答者の年代：１５～６４歳が約５割、６５歳以上が約５割でした。

図：居住区別回収件数 写真：オープンハウスの様子（清田区役所）
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④将来の札幌市のイメージ

Ｑ これからの札幌市がどのようなまちになってほしいですか

＜生活と暮らしに関する回答＞

●スーパーマーケットやコンビニなど便利なものが身近にたくさんあって住みやすいまち

●緑豊かで公園が色んな所にあるまち

●小さい子や高齢者、外国人、障がいを持っている人などの色々な人が過ごしやすいまち

●バリアフリー化が進み、色んな人が安心して暮らせるまち

●遊べる所が多いまち

●地下鉄や電車の駅が色んな場所にあり、色んなとこに行きやすいまち

＜都市の成長に関する回答＞

●観光客が多く外国との交流が盛んなまち

●人が多く色んな人と交流が出来るまち

＜札幌ならではの魅力に関する回答＞

●自然豊かなまち

●札幌の魅力あふれるまち

＜環境、安全・安心に関する回答＞

●ＳＤＧｓをすすめているまち、エコなまち

●地震や大雨などの災害に強いまち

＜その他の回答＞

●みんなが優しいまち

●事件や犯罪がないまち

●ポイ捨てがないまち

●ケンカをしないまち など
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図：展示したパネル（一部を抜粋）

（２）パネルの構成

◆ これまでの都市づくりや最近の状況・今後の見通しについて

これまでの都市づくりの変遷、札幌の特徴・強みのほか、人口減少社会の到来や活発な都市のリ

ニューアルなど最近の状況

◆ これからの都市づくりの方向性について

３つの計画の中で示すこれからの都市づくりの方向性を以下４つの要素に分類

◆ ３つの計画それぞれの見直しの方向性について

都市計画マスタープラン：基本目標や、住宅市街地・地域交流拠点など各市街地区分において検

討している取組の方向性

立地適正化計画 ：居住誘導区域、都市機能誘導区域など各区域において検討している取

組の方向性

都市再開発方針 ：脱炭素化の推進、交通環境の整備など、今後の再開発事業に併せて誘

導する「都市の魅力を高める工夫」

：都市計画マスタープラン ：立地適正化計画 ：都市再開発方針

質問①：都市づくりを行う上で重要と考える要素について意見を収集しました

質問②：見直しのポイントに対する意見を収集しました

【市全体】脱炭素社会の早期実現に向け、更な

る省エネルギー化に加え、再生可能エネルギー

の導入拡大等の取組を進める

【市全体】建物の耐震化や老朽化した建物の建

て替え更新などを進め、災害に強く安全・安心

な市街地を形成する など

環境、安全・安心

【都心】多様なひと・もの・ことを受け入れ、交

流を促進しイノベーションがうまれる都心の形

成を図る

【工業地】市民の生活や札幌の成長を支えるた

め、工場などの操業環境の維持・向上や用地の

確保に向け取組を進める など

都市の成長

【高次機能交流拠点】国際的・広域的な観点を

持った産業や観光、スポーツ、文化芸術などの

機能を高める

【市街化調整区域】自然環境を守ることを前提

に、札幌の魅力や活力を高める限定的な土地

利用を検討する など

札幌ならではの魅力

【住宅市街地】公共交通を基軸とした都市構造

を生かして、快適さや暮らしやすさが維持され

た、歩いて暮らせる都市づくりを図る

【地域交流拠点】住宅地の生活を支える公共サ

ービス・商業・医療などの施設の充実や公共交

通の乗換機能の強化などを進める など

生活と暮らし 都市マス

都市マス

立適 再開発

立適 再開発

都市マス 立適 再開発

都市マス 立適 再開発都市マス 立適
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図：展示したパネル（一部を抜粋）

（２）パネルの構成

◆ これまでの都市づくりや最近の状況・今後の見通しについて

これまでの都市づくりの変遷、札幌の特徴・強みのほか、人口減少社会の到来や活発な都市のリ

ニューアルなど最近の状況

◆ これからの都市づくりの方向性について

３つの計画の中で示すこれからの都市づくりの方向性を以下４つの要素に分類

◆ ３つの計画それぞれの見直しの方向性について

都市計画マスタープラン：基本目標や、住宅市街地・地域交流拠点など各市街地区分において検

討している取組の方向性

立地適正化計画 ：居住誘導区域、都市機能誘導区域など各区域において検討している取

組の方向性

都市再開発方針 ：脱炭素化の推進、交通環境の整備など、今後の再開発事業に併せて誘

導する「都市の魅力を高める工夫」

：都市計画マスタープラン ：立地適正化計画 ：都市再開発方針

質問①：都市づくりを行う上で重要と考える要素について意見を収集しました

質問②：見直しのポイントに対する意見を収集しました

【市全体】脱炭素社会の早期実現に向け、更な

る省エネルギー化に加え、再生可能エネルギー

の導入拡大等の取組を進める

【市全体】建物の耐震化や老朽化した建物の建

て替え更新などを進め、災害に強く安全・安心

な市街地を形成する など

環境、安全・安心

【都心】多様なひと・もの・ことを受け入れ、交

流を促進しイノベーションがうまれる都心の形

成を図る

【工業地】市民の生活や札幌の成長を支えるた

め、工場などの操業環境の維持・向上や用地の

確保に向け取組を進める など

都市の成長

【高次機能交流拠点】国際的・広域的な観点を

持った産業や観光、スポーツ、文化芸術などの

機能を高める

【市街化調整区域】自然環境を守ることを前提

に、札幌の魅力や活力を高める限定的な土地

利用を検討する など

札幌ならではの魅力

【住宅市街地】公共交通を基軸とした都市構造

を生かして、快適さや暮らしやすさが維持され

た、歩いて暮らせる都市づくりを図る

【地域交流拠点】住宅地の生活を支える公共サ

ービス・商業・医療などの施設の充実や公共交

通の乗換機能の強化などを進める など

生活と暮らし 都市マス

都市マス

立適 再開発

立適 再開発

都市マス 立適 再開発

都市マス 立適 再開発都市マス 立適
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省エネルギー化の実施や

再生可能エネルギーの導入

水素などクリーンなエネルギーの

供給拠点の整備

社会基盤の強靱化

公共施設の計画的な保全や

民間建築物の建替え促進

一時滞在施設の設置

その他

環
境

安
全
、
安
心

そ
の
他

173

97

56

27

0 50 100 150 200

札幌の魅力と活力を高める

機能集積

自然環境や農地の保全
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限定的な土地利用
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点
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調
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＜札幌ならではの魅力＞

●「札幌ならではの魅力」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

＜環境、安全・安心＞

●「環境、安全・安心」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

項目 自由意見

【高次機能交流拠点】

札幌の魅力と活力を

高める機能集積

・丘珠空港の利便性を向上させてほしい！

・大和ハウス プレミスト ドームをもっと活用してほしい。

・高次機能交流拠点を活用した観光事業により札幌の魅力を更に高める

べき。など

【市街化調整区域】

自然環境や農地の保全

・札幌の魅力は自然。自然環境を保全してほしい。

・農業振興を進めるべき。 など

項目 自由意見

【環境】

省エネルギー化の実施や

再生可能エネルギーの導入

・太陽光パネルを設置するのには多くの費用がかかるのではないか。

・エネルギーネットワークの整備を都心以外でも進めてほしい。など

【安全・安心】

社会基盤の強化

・災害に強いまちづくりを進めてほしい。

・河川の洪水対策に力を入れてほしい。 など

Ｎ＝４１２（重複回答あり）Ｎ＝４１２（重複回答あり）

Ｎ＝３５３（重複回答あり）Ｎ＝３５３（重複回答あり）

122

99

76

45

37

104

0 50 100 150

都心の交通機能の維持・向上

都心のリニューアルや

その効果の波及

歩きたくなる空間の形成

新たな産業の支援

工業系用地の確保

その他

460

161

195

183

93

261

0 125 250 375 500

生活利便性の確保

ライフスタイルに合わせた

暮らしができる都市づくり

多様な機能の集積

乗継環境の向上

歩きたくなる空間の形成

その他

829

338 322 324

0

250

500

750

1000

生活と

暮らし

都市の

成長

札幌ならでは

の魅力

環境、

安全・安心

（３）実施結果

質問①：都市づくりを行う上で重要と考える要素

・「４つの要素のうち、都市づくりを行う上でどの要素が重要と考えるか」という質問では、

「生活と暮らし」と回答する人が最も多く、８２９人でした。

・その他の３項目については、おおむね同程度の約３３０人前後でした。

＜全体の傾向＞（複数回答可）

＜生活と暮らし＞

●「生活と暮らし」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

＜都市の成長＞

●「都市の成長」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

自由意見

【住宅市街地】生活利便性の確保

・地下鉄、バスなどの公共交通の利

便性を確保してほしい。

・生活利便性の向上が都市の魅力に

つながる。 など

【地域交流拠点】多様な機能の集積

・拠点にいろいろな機能が集まった

まちが理想。

・商業施設、医療施設を充実させて

ほしい。 など

自由意見

【都心】交通機能の維持・向上

・新幹線が楽しみ。/反対。

・水素を活用した新たな公共交通シ

ステムはいい取組 など

【工業地】新たな産業の支援

・新たな産業の支援で都市を成長さ

せることが大切。

・働く場所や業種が増えると、人口

流出を防ぐことができる など

Ｎ＝１，８１３

（重複回答あり）

Ｎ＝１，３５３（重複回答あり）

Ｎ＝４８３（重複回答あり）
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95

63

101

79

54

20

0 100 200

省エネルギー化の実施や

再生可能エネルギーの導入

水素などクリーンなエネルギーの

供給拠点の整備

社会基盤の強靱化

公共施設の計画的な保全や

民間建築物の建替え促進

一時滞在施設の設置

その他

環
境

安
全
、
安
心

そ
の
他

173

97

56

27

0 50 100 150 200

札幌の魅力と活力を高める

機能集積

自然環境や農地の保全

札幌の魅力や活力を高める

限定的な土地利用

その他

高
次
機
能

交
流
拠
点

市
街
化
調
整
区
域

そ
の
他

＜札幌ならではの魅力＞

●「札幌ならではの魅力」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

＜環境、安全・安心＞

●「環境、安全・安心」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

項目 自由意見

【高次機能交流拠点】

札幌の魅力と活力を

高める機能集積

・丘珠空港の利便性を向上させてほしい！

・大和ハウス プレミスト ドームをもっと活用してほしい。

・高次機能交流拠点を活用した観光事業により札幌の魅力を更に高める

べき。など

【市街化調整区域】

自然環境や農地の保全

・札幌の魅力は自然。自然環境を保全してほしい。

・農業振興を進めるべき。 など

項目 自由意見

【環境】

省エネルギー化の実施や

再生可能エネルギーの導入

・太陽光パネルを設置するのには多くの費用がかかるのではないか。

・エネルギーネットワークの整備を都心以外でも進めてほしい。など

【安全・安心】

社会基盤の強化

・災害に強いまちづくりを進めてほしい。

・河川の洪水対策に力を入れてほしい。 など

Ｎ＝４１２（重複回答あり）Ｎ＝４１２（重複回答あり）

Ｎ＝３５３（重複回答あり）Ｎ＝３５３（重複回答あり）

122

99

76

45

37

104

0 50 100 150

都心の交通機能の維持・向上

都心のリニューアルや

その効果の波及

歩きたくなる空間の形成

新たな産業の支援

工業系用地の確保

その他

460

161

195

183

93

261

0 125 250 375 500

生活利便性の確保

ライフスタイルに合わせた

暮らしができる都市づくり

多様な機能の集積

乗継環境の向上

歩きたくなる空間の形成

その他

829

338 322 324

0

250

500

750

1000

生活と

暮らし

都市の

成長

札幌ならでは

の魅力

環境、

安全・安心

（３）実施結果

質問①：都市づくりを行う上で重要と考える要素

・「４つの要素のうち、都市づくりを行う上でどの要素が重要と考えるか」という質問では、

「生活と暮らし」と回答する人が最も多く、８２９人でした。

・その他の３項目については、おおむね同程度の約３３０人前後でした。

＜全体の傾向＞（複数回答可）

＜生活と暮らし＞

●「生活と暮らし」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

＜都市の成長＞

●「都市の成長」に関して、都市づくりを行う上で重要だと思う要素（複数回答可）

自由意見

【住宅市街地】生活利便性の確保

・地下鉄、バスなどの公共交通の利

便性を確保してほしい。

・生活利便性の向上が都市の魅力に

つながる。 など

【地域交流拠点】多様な機能の集積

・拠点にいろいろな機能が集まった

まちが理想。

・商業施設、医療施設を充実させて

ほしい。 など

自由意見

【都心】交通機能の維持・向上

・新幹線が楽しみ。/反対。

・水素を活用した新たな公共交通シ

ステムはいい取組 など

【工業地】新たな産業の支援

・新たな産業の支援で都市を成長さ

せることが大切。

・働く場所や業種が増えると、人口

流出を防ぐことができる など

Ｎ＝１，８１３

（重複回答あり）

Ｎ＝１，３５３（重複回答あり）

Ｎ＝４８３（重複回答あり）
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＜立地適正化計画について＞

●取組に期待するエリア（複数回答可）

＜都市再開発について＞

●「都市の魅力を高める工夫」について都市づくりを行う上で重要だと思うもの（複数回答可）

項目 選択したエリアにおいてどのような取組が考えられるか

都市機能誘導区域

（地域）

・歩いて行ける、遊ぶ、憩いの空間を整備してほしい。

・屋内遊び場が少ないと思うので、ぜひ誘導してほしい。

・乗継をしやすくなるような取組を進めてほしい。 など

居住誘導区域
・駅周辺に居住誘導区域を設けるのは良い取組だと思う。

・便利なところに人が集まることが理想的。 など

項目 選択した理由・その他に必要と考える視点など

子ども・子育て環

境の充実

・保育園が駅近につくられたりするとすごく良いと思う。

・障害のあるなしに関わらずみんなが使いやすい遊び場が都心部も含めてある

と良い。 など

Ｎ＝２０３

（重複回答あり）

Ｎ＝３３４

（重複回答あり）

65

33

62

43

0 20 40 60 80

居住誘導区域

都市機能誘導区域

（都心）

都市機能誘導区域

（地域）

地域に応じた課題解決に

取り組むエリア

32

24

57

71

22

19

20

54

35

0 20 40 60 80

多様な都市機能の集積

脱炭素化の推進

災害に強いまちづくり

交通環境の整備

誘客・交流の受入れ環境整備

ビジネス環境の形成

多様性への配慮

子ども・子育て環境の充実

居心地が良く歩きたくなる

空間の形成

質問②：見直しの方向性に対する意見

＜都市計画マスタープランについて＞

●都市づくりを行う上で重要だと思う基本目標（複数回答可）

●取組を進めるに当たり、今後重要と考える地域（複数回答可）

項目 自由意見

ひと中心の

都市

・当たり前ですが人を中心に進めてほしい！

・子育て、子どもにやさしいまちにしてほしい。

・住みやすさが重要。 など

項目 自由意見

地域交流拠点

・地域交流拠点が充実することで、毎日中心部へいかなくても充実した生活を送

ることができるから。

・地域交流拠点について初めて知った。必要な視点なので拠点にふさわしい取組

をぜひ進めてほしい。 など

Ｎ＝２５９

（重複回答あり）

Ｎ＝１７１

（重複回答あり）

33

43

60

42

57

24

0 10 20 30 40 50 60 70

世界都市

持続可能な都市

ひと中心の都市

環境都市

安全・安心・強靱な都市

多様な協働

25

61

41

22

9

13

0 20 40 60 80

都心

地域交流拠点

住宅市街地

高次機能交流拠点

工業地

市街化調整区域
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＜立地適正化計画について＞

●取組に期待するエリア（複数回答可）

＜都市再開発について＞

●「都市の魅力を高める工夫」について都市づくりを行う上で重要だと思うもの（複数回答可）

項目 選択したエリアにおいてどのような取組が考えられるか

都市機能誘導区域

（地域）

・歩いて行ける、遊ぶ、憩いの空間を整備してほしい。

・屋内遊び場が少ないと思うので、ぜひ誘導してほしい。

・乗継をしやすくなるような取組を進めてほしい。 など

居住誘導区域
・駅周辺に居住誘導区域を設けるのは良い取組だと思う。

・便利なところに人が集まることが理想的。 など

項目 選択した理由・その他に必要と考える視点など

子ども・子育て環

境の充実

・保育園が駅近につくられたりするとすごく良いと思う。

・障害のあるなしに関わらずみんなが使いやすい遊び場が都心部も含めてある

と良い。 など

Ｎ＝２０３

（重複回答あり）

Ｎ＝３３４

（重複回答あり）

65

33

62

43

0 20 40 60 80

居住誘導区域

都市機能誘導区域

（都心）

都市機能誘導区域

（地域）

地域に応じた課題解決に

取り組むエリア

32

24

57

71

22

19

20

54

35

0 20 40 60 80

多様な都市機能の集積

脱炭素化の推進

災害に強いまちづくり

交通環境の整備

誘客・交流の受入れ環境整備

ビジネス環境の形成

多様性への配慮

子ども・子育て環境の充実

居心地が良く歩きたくなる

空間の形成

質問②：見直しの方向性に対する意見

＜都市計画マスタープランについて＞

●都市づくりを行う上で重要だと思う基本目標（複数回答可）

●取組を進めるに当たり、今後重要と考える地域（複数回答可）

項目 自由意見

ひと中心の

都市

・当たり前ですが人を中心に進めてほしい！

・子育て、子どもにやさしいまちにしてほしい。

・住みやすさが重要。 など

項目 自由意見

地域交流拠点

・地域交流拠点が充実することで、毎日中心部へいかなくても充実した生活を送

ることができるから。

・地域交流拠点について初めて知った。必要な視点なので拠点にふさわしい取組

をぜひ進めてほしい。 など

Ｎ＝２５９

（重複回答あり）

Ｎ＝１７１

（重複回答あり）

33

43

60

42

57

24

0 10 20 30 40 50 60 70

世界都市

持続可能な都市

ひと中心の都市

環境都市

安全・安心・強靱な都市

多様な協働

25

61

41

22
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（５）パブリックコメントの意見の概要とそれに対する札幌市の考え方

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１ ３ 第１章 計画の

基本事項

＜立地適正化計

画制度の概要＞

コンパクト・プラス・ネットワークの確

立により、交通事情や自然環境の改善のほ

か、徒歩の生活が増え、住民の健康レベル

の向上が期待できるため、これらの先駆的

成功例を示してほしい。(ex 住民の健康レ

ベルの向上、温室効果ガス減少、住民どう

しのネットワークの拡大等)

コンパクト・プラス・ネットワークによ

り様々な効果が期待されており、サービス

の効率化による行政コストの縮減や地価の

維持・上昇、健康の増進などが挙げられま

す。

ご意見を踏まえ、Ｐ３に「コンパクト・

プラス・ネットワークにより期待される効

果の例」を追記しました。

【変更前】

（記載なし）

【変更後】

（コンパクト・プラス・ネットワークに

より期待される効果の例を追記）

２ ４ 第１章 計画の

基本事項

１－２ 位置づ

け

まちづくり戦略ビジョン、都市計画マス

タープラン、立地適正化計画の位置づけ

は、都市計画法というより、それを受けた

都市計画運用指針上の位置づけと記載すべ

き。

各計画の位置づけにつきましては、以下

のとおり都市計画法及び都市再生特別措置

法に規定されており、「１-２位置づけ」

(Ｐ４)に記載しています。

・都市計画マスタープラン：都市計画法第

１８条の２により、「第２次札幌市まちづ

くり戦略ビジョン」に即す。

・立地適正化計画：都市再生特別措置法第

８１条第１７項により、「第２次札幌市ま

ちづくり戦略ビジョン」に即す。同法第８

２条により、都市計画マスタープランの一

部とみなす。

３ ４８～

５２

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－１ 居住誘

導区域等

居住誘導区域の外は今後人口減少が進む

ことが想定されるが、市街化区域内のイン

フラの維持には将来にわたり多額の費用が

かかることから、ほんの僅かでも試行でも

良いので、コンパクトにする方向性を打ち

出す必要はないのか。実際に居住者がいる

区域を市街化区域から除外することは難し

いことは理解するが、１か所でもよいので

居住誘導区域への強制的な誘導を試行し、

取組の効果を検証し、今後の施策に反映す

べきではないか。

立地適正化計画は、強制的な集約を行う

制度ではなく、時間をかけながら緩やかに

居住機能や都市機能の誘導を進めるもので

す。一方で、今後更に進行する人口減少に

備える視点を持ち、適正な市街地の範囲

と、線引き制度等の諸制度を活用した総合

的な施策展開の在り方について継続して検

討を進めていきます。

４ ４８～

５２

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－１ 居住誘

導区域等

ＪＲ白石駅周辺を集合型居住誘導区域に

設定しない現行案は、市が２０２２年に駅

周辺を拠点開発誘導区域に設定した意図

（良好な民間開発の推進）を反映していな

い。
拠点開発誘導区域のうちＪＲ白石駅周辺

だけが集合型居住誘導区域となっておらず、

他の拠点開発誘導区域と考え方の整合が図

られないこと、ＪＲ白石駅周辺はすでに緩

和型土地利用計画制度を運用できることか

ら、集合型居住誘導区域とすべき。

「集合型居住誘導区域」は土地の高度利

用を主とした集合型の居住機能の集積を図

ることにより、人口密度の維持・増加を目

指す区域です。ＪＲ白石駅周辺は、戸建住

宅や集合住宅などの多様な居住機能が立地

し公共交通へのアクセス性が高いことから、

「居住誘導区域」に新たに位置づけまし

た。

併せて、「拠点開発誘導区域」であること

から、快適な歩行空間やにぎわい・交流が

生まれる滞留空間の創出、地域のまちづく

りへの貢献等を誘導しながら、地域の特性

に応じた居住機能の集積を図っていきま

す。

5-3 パブリックコメント

（１）意見募集期間

令和７年（２０２５年）１１月１０日（月）から１２月９日（火）までの３０日間

（２）意見提出方法

郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページ上の意見募集フォーム、持参

（３）資料の配布、閲覧場所

・札幌市役所５階 まちづくり政策局都市計画部都市計画課

・札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー

・各区役所 総務企画課（広聴係）

・各区まちづくりセンター

・市公式ホームページに掲載

（４）パブリックコメントの内訳

①意見提出者・意見件数

１９人・３５件

②年代別内訳

年代 19 歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 歳以上 合計

人数 ０ ０ ０ １２ ３ ３ １ ０ １９

③提出方法内訳

提出方法 意見フォーム 郵送 ＦＡＸ 電子メール 持参 合計

人数 １４ １ １ ２ １ １９

④意見内訳

意見内容 件数

「第１章 計画の基本事項」に関するご意見 ２

「第２章 都市づくりのこれまでとこれから」に関するご意見 ０

「第３章 都市づくりの理念、目標、立地の適正化に関する基本的な

方針」に関するご意見
０

「第４章 誘導区域と誘導施設」に関するご意見 ８

「第５章 誘導に関する施策」に関するご意見 ４

「第６章 立地適正化計画における防災指針」に関するご意見 ２

「第７章 立地適正化計画の実効性向上に向けた指標・目標値」に関

するご意見
１

第２次札幌市立地適正化計画（案）全体に関するご意見 ３

その他のご意見 １５

合計 ３５
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（５）パブリックコメントの意見の概要とそれに対する札幌市の考え方

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１ ３ 第１章 計画の

基本事項

＜立地適正化計

画制度の概要＞

コンパクト・プラス・ネットワークの確

立により、交通事情や自然環境の改善のほ

か、徒歩の生活が増え、住民の健康レベル

の向上が期待できるため、これらの先駆的

成功例を示してほしい。(ex 住民の健康レ

ベルの向上、温室効果ガス減少、住民どう

しのネットワークの拡大等)

コンパクト・プラス・ネットワークによ

り様々な効果が期待されており、サービス

の効率化による行政コストの縮減や地価の

維持・上昇、健康の増進などが挙げられま

す。

ご意見を踏まえ、Ｐ３に「コンパクト・

プラス・ネットワークにより期待される効

果の例」を追記しました。

【変更前】

（記載なし）

【変更後】

（コンパクト・プラス・ネットワークに

より期待される効果の例を追記）

２ ４ 第１章 計画の

基本事項

１－２ 位置づ

け

まちづくり戦略ビジョン、都市計画マス

タープラン、立地適正化計画の位置づけ

は、都市計画法というより、それを受けた

都市計画運用指針上の位置づけと記載すべ

き。

各計画の位置づけにつきましては、以下

のとおり都市計画法及び都市再生特別措置

法に規定されており、「１-２位置づけ」

(Ｐ４)に記載しています。

・都市計画マスタープラン：都市計画法第

１８条の２により、「第２次札幌市まちづ

くり戦略ビジョン」に即す。

・立地適正化計画：都市再生特別措置法第

８１条第１７項により、「第２次札幌市ま

ちづくり戦略ビジョン」に即す。同法第８

２条により、都市計画マスタープランの一

部とみなす。

３ ４８～

５２

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－１ 居住誘

導区域等

居住誘導区域の外は今後人口減少が進む

ことが想定されるが、市街化区域内のイン

フラの維持には将来にわたり多額の費用が

かかることから、ほんの僅かでも試行でも

良いので、コンパクトにする方向性を打ち

出す必要はないのか。実際に居住者がいる

区域を市街化区域から除外することは難し

いことは理解するが、１か所でもよいので

居住誘導区域への強制的な誘導を試行し、

取組の効果を検証し、今後の施策に反映す

べきではないか。

立地適正化計画は、強制的な集約を行う

制度ではなく、時間をかけながら緩やかに

居住機能や都市機能の誘導を進めるもので

す。一方で、今後更に進行する人口減少に

備える視点を持ち、適正な市街地の範囲

と、線引き制度等の諸制度を活用した総合

的な施策展開の在り方について継続して検

討を進めていきます。

４ ４８～

５２

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－１ 居住誘

導区域等

ＪＲ白石駅周辺を集合型居住誘導区域に

設定しない現行案は、市が２０２２年に駅

周辺を拠点開発誘導区域に設定した意図

（良好な民間開発の推進）を反映していな

い。
拠点開発誘導区域のうちＪＲ白石駅周辺

だけが集合型居住誘導区域となっておらず、

他の拠点開発誘導区域と考え方の整合が図

られないこと、ＪＲ白石駅周辺はすでに緩

和型土地利用計画制度を運用できることか

ら、集合型居住誘導区域とすべき。

「集合型居住誘導区域」は土地の高度利

用を主とした集合型の居住機能の集積を図

ることにより、人口密度の維持・増加を目

指す区域です。ＪＲ白石駅周辺は、戸建住

宅や集合住宅などの多様な居住機能が立地

し公共交通へのアクセス性が高いことから、

「居住誘導区域」に新たに位置づけまし

た。

併せて、「拠点開発誘導区域」であること

から、快適な歩行空間やにぎわい・交流が

生まれる滞留空間の創出、地域のまちづく

りへの貢献等を誘導しながら、地域の特性

に応じた居住機能の集積を図っていきま

す。

5-3 パブリックコメント

（１）意見募集期間

令和７年（２０２５年）１１月１０日（月）から１２月９日（火）までの３０日間

（２）意見提出方法

郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページ上の意見募集フォーム、持参

（３）資料の配布、閲覧場所

・札幌市役所５階 まちづくり政策局都市計画部都市計画課

・札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー

・各区役所 総務企画課（広聴係）

・各区まちづくりセンター

・市公式ホームページに掲載

（４）パブリックコメントの内訳

①意見提出者・意見件数

１９人・３５件

②年代別内訳

年代 19 歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 歳以上 合計

人数 ０ ０ ０ １２ ３ ３ １ ０ １９

③提出方法内訳

提出方法 意見フォーム 郵送 ＦＡＸ 電子メール 持参 合計

人数 １４ １ １ ２ １ １９

④意見内訳

意見内容 件数

「第１章 計画の基本事項」に関するご意見 ２

「第２章 都市づくりのこれまでとこれから」に関するご意見 ０

「第３章 都市づくりの理念、目標、立地の適正化に関する基本的な

方針」に関するご意見
０

「第４章 誘導区域と誘導施設」に関するご意見 ８

「第５章 誘導に関する施策」に関するご意見 ４

「第６章 立地適正化計画における防災指針」に関するご意見 ２

「第７章 立地適正化計画の実効性向上に向けた指標・目標値」に関

するご意見
１

第２次札幌市立地適正化計画（案）全体に関するご意見 ３

その他のご意見 １５

合計 ３５
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Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

９ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

清田以外の都市機能誘導区域及び集合型

居住誘導区域は、地下鉄またはＪＲ沿線で

あるため高度利用が図られても将来的に公

共交通の確保が問題となることはないが、

バスの減便が進むなかでバス路線地区であ

る清田を高度利用することには矛盾がある

と考える。地下鉄またはＬＲＴなどの公共

交通の整備をセットとするか、この地区を

誘導区域から除外するかのどちらかにする

必要があるのではないか。

清田区役所周辺は、後背圏を含めた生活

圏域の拠点となるエリアですが、バスの減

便などにより都心へのアクセス性に課題が

ある状況と認識しています。

札幌市では、清田区役所周辺を誘導区域

に位置づけ、地域の生活を支える日常的な

生活利便機能や多様な都市機能の集積を図

るとともに、交通施策として、都心へのア

クセス性向上や定時性確保など、公共交通

機能向上の検討を進めております。

１０ ６４～

６５

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－４ 事前届

出

市街化調整区域内での届出違反が大きな

問題になっている。１回目の勧告後、２回

目の確認で是正されなければ、厳罰化し、

①罰金を５０万から１００万に引上げ、②

工事建設業者、施主(所有者)、両方に罰則

の適用対象とする。また、市街化調整区域

内の届出違反を年１回調査し、違反者を公

示し罰則を強化するべき。

本計画における届出制度は、都市再生特

別措置法の規定に基づき、誘導区域外にお

ける住宅開発等の動きを把握するためのも

のです。

市街化調整区域における違反への対応に

ついては、法令等の規定に基づき、関係部

署が一体となって適切に対応していきま

す。

１１ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

地下鉄駅とＪＲ駅を差別化する意義があ

るか不明。

公共交通や交通結節点、バリアフリー・

接続に関する取組みについて、「地下鉄な

どの」ではなく「地下鉄やＪＲなどの」と

明記すべき。明記できないならその理由を

明らかにすべき。

交通結節点には地下鉄駅のほかＪＲ駅の

周辺も含まれ、都市機能の集積と交通環境

の整備を合わせて誘導することで、駅周辺

の回遊性向上とにぎわい創出につながるこ

とが期待できます。

ご意見を踏まえ、より分かりやすくする

ため以下のページの記述を修正しました。

「５－２ 都市機能の誘導に係る施策」

＜２＞都市機能の誘導効果を相乗的に高め

る空間の形成（Ｐ７０）

【変更前】

地域交流拠点では、地域の特性に応じ

て、再開発などを活用した建築物の地下鉄

駅との接続や空中歩廊による駅への接続を

促進することで、季節や天候に左右されな

い安全・快適に移動できる空間を形成し、

にぎわい・交流が生まれる場の創出に寄与

します。

【変更後】

地域交流拠点では、地域の特性に応じ

て、再開発などの機会を捉え、地下接続や

空中歩廊での接続など、地下鉄駅やＪＲ駅

と建築物との接続を促進することで、季節

や天候に左右されない安全・快適に移動で

きる空間を形成し、にぎわい・交流が生ま

れる場の創出を図ります。

「５－３ 公共交通や円滑な移動に関す

る施策」 ＜１＞持続可能な公共交通ネッ

トワークの構築（Ｐ７１）

【変更前】

地下鉄及びＪＲ駅では、駅周辺における

建物の更新や民間開発と連携した駅前広場

の整備、バスターミナルの計画的な維持保

全・改修等の取組により、都心や地域交流

拠点における交通結節機能の向上を図りま

す。

【変更後】

地下鉄駅及びＪＲ駅では、駅周辺におけ

る建築物更新や民間開発とも連携しなが

ら、駅前広場の整備やバスターミナルの計

画的な維持保全・改修等を進め、交通結節

機能の向上を図ります。

１２ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

乗継施設の配置状況に関して、駅前広場

のバスターミナル・バスベイにＪＲ駅はあ

まり取り上げられておらず、地下鉄駅に比

べて著しく不公平である。これは「地域交

流拠点」の整備・選定上の不備である。

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

５ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

手稲・篠路・苗穂駅以外のＪＲ駅に位置

づけが無い。あいの里教育大駅や白石駅な

どが地域交流拠点として誘導対象となって

いない。そもそも札幌市独自の「地域交流

拠点」という概念に疑義がある。

あいの里教育大駅が取り上げられずに、

篠路駅ばかりが取り上げられる点につい

て、篠路駅周辺地区まちづくり推進事業や

篠路駅東口土地区画整理事業があるのであ

ろうが、あいの里でやるべきことが多い

中、市として何もやろうとしないのは本末

転倒で、納得できない。

地域交流拠点は、主要な交通結節点周辺

や区役所周辺などの生活圏域の拠点となる

エリアを位置づけています。

地域交流拠点へ位置づけていないＪＲ駅

についても、市民生活を支える役割を担っ

ていることから、基盤整備状況等に応じて、

生活利便機能等の立地に対応するなど、地

域の特徴を踏まえた取組を進めていきま

す。

６ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

都市の魅力を高めるために高機能オフィ

スやＭＩＣＥ関連施設、大規模ホールを作

る目的が分からない。

今後の人口増加が期待できない中、有効

に利用されるか不透明であり、赤字になる

可能性が大きいので不要では無いか。それ

であれば、福祉施設に変更することが必要

ではないか。

Ｐ５５に誘導施設の設定に関する考え方

を記載しております。

高機能オフィスやＭＩＣＥ関連施設は、

市民生活の質の向上に貢献するだけでなく、

都市の国際競争力の強化にも資する重要な

施設であり、大規模ホールは文化的な豊か

さを育みながら、都心のにぎわいを生み出

す集客交流拠点として、都市の魅力や活力

の向上に寄与する重要な施設と認識してお

ります。

本計画では、全市的な視点から居住機能

や都市機能の誘導の考えを示すものであ

り、施設の整備に際しては、費用対効果や

事業の優先度を総合的に考慮し、個別に検

討を進めていきます。

７ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

防災力を高める都市機能における「一時

滞在施設」について、観光客(日本人・外国

人)が分かるよう、避難場所に表示板を設置

し、観光地図にも明記すること。なお、常

日頃から避難場所としてホテル・公園等空

きスペースを選定し、冬の対策も定めるこ

と。

さらに、帰宅困難者対策として、各企業

の社長等役員に責任をもたせ、災害対応に

当たらせるとともに、保存食等の備蓄を常

日頃から準備させるべき。

「一時滞在施設」は、市ＨＰに掲載し

たり、建物にステッカーを標示したりする

など、場所が分かりやすいように努めてお

ります。今後、より災害時に効果が発揮さ

れるよう、表示方法については継続して検

討を進めます。また、札幌市では冬季を含

めた安全な避難場所の確保・整備を進めて

おります。

帰宅困難者対策については、企業防災に

関するパンフレットを作成し啓発を進めて

いるところであり、引き続き効果的な取組

を検討していきます。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。

８ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

建設費が高騰する中で、ＭＩＣＥ関連施

設は必要ない。市役所本庁舎、東、南、豊

平区役所の建て替えを優先的にすべきであ

る。

都心部には、四つ星クラスのホテルが既

に十分な数がある。世界水準のハイグレー

ドホテルは、エネルギー効率が悪く、食材

の廃棄が多いことから不要である。

受け入れようとしている 「多様な人」

は、反社会的なマフィアも想定される。Ｍ

ＩＣＥ施設は、賭博やＩＲ・カジノ施設を

予定しているのか。

ＭＩＣＥ関連施設は、市民生活の質の向

上に貢献するだけでなく、都市の国際競争

力の強化にも資する重要な施設であると認

識しております。市有施設の整備に際して

は、費用対効果や事業の優先度を総合的に

考慮し、個別に検討を進めていきます。

なお、ＭＩＣＥとは、「会議・セミナー

（ Meeting）」、「企業報奨・研修旅行

（Incentive Travel/Tour）」、「大会・学

会・国際会議（Convention）」、および「イ

ベント・展示会・見本市（Exhibition）」と

いった、多数の集客交流が見込まれるビジ

ネスイベントの総称です。本計画で誘導施

設に位置づけるＭＩＣＥ関連施設について

は、賭博、カジノ施設を想定しておりませ
ん。
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Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

９ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

清田以外の都市機能誘導区域及び集合型

居住誘導区域は、地下鉄またはＪＲ沿線で

あるため高度利用が図られても将来的に公

共交通の確保が問題となることはないが、

バスの減便が進むなかでバス路線地区であ

る清田を高度利用することには矛盾がある

と考える。地下鉄またはＬＲＴなどの公共

交通の整備をセットとするか、この地区を

誘導区域から除外するかのどちらかにする

必要があるのではないか。

清田区役所周辺は、後背圏を含めた生活

圏域の拠点となるエリアですが、バスの減

便などにより都心へのアクセス性に課題が

ある状況と認識しています。

札幌市では、清田区役所周辺を誘導区域

に位置づけ、地域の生活を支える日常的な

生活利便機能や多様な都市機能の集積を図

るとともに、交通施策として、都心へのア

クセス性向上や定時性確保など、公共交通

機能向上の検討を進めております。

１０ ６４～

６５

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－４ 事前届

出

市街化調整区域内での届出違反が大きな

問題になっている。１回目の勧告後、２回

目の確認で是正されなければ、厳罰化し、

①罰金を５０万から１００万に引上げ、②

工事建設業者、施主(所有者)、両方に罰則

の適用対象とする。また、市街化調整区域

内の届出違反を年１回調査し、違反者を公

示し罰則を強化するべき。

本計画における届出制度は、都市再生特

別措置法の規定に基づき、誘導区域外にお

ける住宅開発等の動きを把握するためのも

のです。

市街化調整区域における違反への対応に

ついては、法令等の規定に基づき、関係部

署が一体となって適切に対応していきま

す。

１１ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

地下鉄駅とＪＲ駅を差別化する意義があ

るか不明。

公共交通や交通結節点、バリアフリー・

接続に関する取組みについて、「地下鉄な

どの」ではなく「地下鉄やＪＲなどの」と

明記すべき。明記できないならその理由を

明らかにすべき。

交通結節点には地下鉄駅のほかＪＲ駅の

周辺も含まれ、都市機能の集積と交通環境

の整備を合わせて誘導することで、駅周辺

の回遊性向上とにぎわい創出につながるこ

とが期待できます。

ご意見を踏まえ、より分かりやすくする

ため以下のページの記述を修正しました。

「５－２ 都市機能の誘導に係る施策」

＜２＞都市機能の誘導効果を相乗的に高め

る空間の形成（Ｐ７０）

【変更前】

地域交流拠点では、地域の特性に応じ

て、再開発などを活用した建築物の地下鉄

駅との接続や空中歩廊による駅への接続を

促進することで、季節や天候に左右されな

い安全・快適に移動できる空間を形成し、

にぎわい・交流が生まれる場の創出に寄与

します。

【変更後】

地域交流拠点では、地域の特性に応じ

て、再開発などの機会を捉え、地下接続や

空中歩廊での接続など、地下鉄駅やＪＲ駅

と建築物との接続を促進することで、季節

や天候に左右されない安全・快適に移動で

きる空間を形成し、にぎわい・交流が生ま

れる場の創出を図ります。

「５－３ 公共交通や円滑な移動に関す

る施策」 ＜１＞持続可能な公共交通ネッ

トワークの構築（Ｐ７１）

【変更前】

地下鉄及びＪＲ駅では、駅周辺における

建物の更新や民間開発と連携した駅前広場

の整備、バスターミナルの計画的な維持保

全・改修等の取組により、都心や地域交流

拠点における交通結節機能の向上を図りま

す。

【変更後】

地下鉄駅及びＪＲ駅では、駅周辺におけ

る建築物更新や民間開発とも連携しなが

ら、駅前広場の整備やバスターミナルの計

画的な維持保全・改修等を進め、交通結節

機能の向上を図ります。

１２ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

乗継施設の配置状況に関して、駅前広場

のバスターミナル・バスベイにＪＲ駅はあ

まり取り上げられておらず、地下鉄駅に比

べて著しく不公平である。これは「地域交

流拠点」の整備・選定上の不備である。

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

５ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

手稲・篠路・苗穂駅以外のＪＲ駅に位置

づけが無い。あいの里教育大駅や白石駅な

どが地域交流拠点として誘導対象となって

いない。そもそも札幌市独自の「地域交流

拠点」という概念に疑義がある。

あいの里教育大駅が取り上げられずに、

篠路駅ばかりが取り上げられる点につい

て、篠路駅周辺地区まちづくり推進事業や

篠路駅東口土地区画整理事業があるのであ

ろうが、あいの里でやるべきことが多い

中、市として何もやろうとしないのは本末

転倒で、納得できない。

地域交流拠点は、主要な交通結節点周辺

や区役所周辺などの生活圏域の拠点となる

エリアを位置づけています。

地域交流拠点へ位置づけていないＪＲ駅

についても、市民生活を支える役割を担っ

ていることから、基盤整備状況等に応じて、

生活利便機能等の立地に対応するなど、地

域の特徴を踏まえた取組を進めていきま

す。

６ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

都市の魅力を高めるために高機能オフィ

スやＭＩＣＥ関連施設、大規模ホールを作

る目的が分からない。

今後の人口増加が期待できない中、有効

に利用されるか不透明であり、赤字になる

可能性が大きいので不要では無いか。それ

であれば、福祉施設に変更することが必要

ではないか。

Ｐ５５に誘導施設の設定に関する考え方

を記載しております。

高機能オフィスやＭＩＣＥ関連施設は、

市民生活の質の向上に貢献するだけでなく、

都市の国際競争力の強化にも資する重要な

施設であり、大規模ホールは文化的な豊か

さを育みながら、都心のにぎわいを生み出

す集客交流拠点として、都市の魅力や活力

の向上に寄与する重要な施設と認識してお

ります。

本計画では、全市的な視点から居住機能

や都市機能の誘導の考えを示すものであ

り、施設の整備に際しては、費用対効果や

事業の優先度を総合的に考慮し、個別に検

討を進めていきます。

７ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

防災力を高める都市機能における「一時

滞在施設」について、観光客(日本人・外国

人)が分かるよう、避難場所に表示板を設置

し、観光地図にも明記すること。なお、常

日頃から避難場所としてホテル・公園等空

きスペースを選定し、冬の対策も定めるこ

と。

さらに、帰宅困難者対策として、各企業

の社長等役員に責任をもたせ、災害対応に

当たらせるとともに、保存食等の備蓄を常

日頃から準備させるべき。

「一時滞在施設」は、市ＨＰに掲載し

たり、建物にステッカーを標示したりする

など、場所が分かりやすいように努めてお

ります。今後、より災害時に効果が発揮さ

れるよう、表示方法については継続して検

討を進めます。また、札幌市では冬季を含

めた安全な避難場所の確保・整備を進めて

おります。

帰宅困難者対策については、企業防災に

関するパンフレットを作成し啓発を進めて

いるところであり、引き続き効果的な取組

を検討していきます。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。

８ ５３～

６１

第４章 誘導区

域と誘導施設

４－２ 都市機

能誘導区域と誘

導施設

建設費が高騰する中で、ＭＩＣＥ関連施

設は必要ない。市役所本庁舎、東、南、豊

平区役所の建て替えを優先的にすべきであ

る。

都心部には、四つ星クラスのホテルが既

に十分な数がある。世界水準のハイグレー

ドホテルは、エネルギー効率が悪く、食材

の廃棄が多いことから不要である。

受け入れようとしている 「多様な人」

は、反社会的なマフィアも想定される。Ｍ

ＩＣＥ施設は、賭博やＩＲ・カジノ施設を

予定しているのか。

ＭＩＣＥ関連施設は、市民生活の質の向

上に貢献するだけでなく、都市の国際競争

力の強化にも資する重要な施設であると認

識しております。市有施設の整備に際して

は、費用対効果や事業の優先度を総合的に

考慮し、個別に検討を進めていきます。

なお、ＭＩＣＥとは、「会議・セミナー

（ Meeting）」、「企業報奨・研修旅行

（Incentive Travel/Tour）」、「大会・学

会・国際会議（Convention）」、および「イ

ベント・展示会・見本市（Exhibition）」と

いった、多数の集客交流が見込まれるビジ

ネスイベントの総称です。本計画で誘導施

設に位置づけるＭＩＣＥ関連施設について

は、賭博、カジノ施設を想定しておりませ
ん。
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Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１９ ― 全体 市民たちには学校卒業後も結婚後も両親

と一緒に家族で暮らして拡大家族を目指す

べき。

本計画では、都市づくりの基本目標の一

つとして、「札幌らしい地域の特色を生かし

た居住環境の形成により子育て・暮らし・

仕事など誰もが快適で多様なライフスタイ

ルを実現できる「ひと」中心の都市」を掲

げており、多様な世帯が暮らしやすい都市

づくりを進めていきます。

２０ ― 全体 札幌市独自の「地域交流拠点」につい

て、圏域から見た場合の選定の妥当性を議

論すべき。地域交流拠点の麻生・新琴似や

新さっぽろは、札幌市の計画では、市内の

交通結節点としての役割しか想定されてい

ないが、近隣市町村や新千歳空港等の自治

体を跨ぐ交通を取り上げ、どのように補完

されるか明確にすべき。

地域交流拠点は、主要な交通結節点周辺

や区役所周辺などの生活圏域の拠点である

とともに、札幌市内だけではなく、周辺都

市も含めた後背圏の広がりに応じて地域の

豊かな生活を支える中心的役割を担う重要

な拠点として位置づけております。

また、札幌市総合交通計画において、新

さっぽろ、麻生・新琴似は、圏域交通結節

点として、周辺自治体との玄関口として位

置づけています。

２１ ― その他 「札幌市交流拠点まちづくり推進事業」

について、「交流拠点」という名称では当該

計画を十分に表しているとは言い難く、「交

流施設」では何のことか分からない。市民

に誤解を与える表現であるので、「新幹線駅

（大東案）接続交通結節点拠点ビル」や

「新幹線駅隣接拠点施設」のような、具体

的にイメージできるような名称に変更すべ

き。

「札幌駅交流拠点」については、平成２

８年（２０１６年）に策定した第２次都心

まちづくり計画で、広域的な交通ネットワ

ークが結節する札幌の玄関口にふさわしい

広域交流を先導する拠点として位置づけて

おります。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきます。

２２ ― その他 北海道新幹線の新駅が大東案になって、

またバスターミナルの建設が遅れて、散ら

されたバス停がそのままになっていて、納

得できない。

臨時のプレハブバスターミナルを事業地

の空地に設置すべき。

北５西１西２地区第一種市街地再開発事

業の円滑な推進を図るとともに、仮設バス

乗降場については、引き続き事業者である

再開発組合と連携し、待合環境改善などに

努めていきます。

２３ ― その他 西区八軒地区は高齢化と核家族化が進ん

でいる。また、近年は教員不足の深刻化や

工事費など物価が上がっている。

全校生徒数が減少している八軒東中学校

は、校舎老朽化や財政難により維持管理が

難しいので、八軒中学校へ統合してほし

い。

札幌市では、「札幌市立小中学校の学校規

模の適正化に関する基本方針」を定め、未

来を担う子どもたちにとってより良い教育

環境を整えるため、学校の統合等による学

校規模の適正化を推進しています。

小中学校の統合に当たっては、地域のコ

ミュニティ拠点としての役割や跡地の活用

といった都市づくりとの関係が深いことか

ら、関係部署が一体となって継続して検討

を進めていきます。

２４～

２７

― その他 近隣市の海浜に海水浴場を開設し、炊事

場・バーベキューハウス・海上アスレチッ

クを設置してほしい。

＜類似意見 ３件＞

北海道や近隣市町村との連携を図りなが

ら、圏域における魅力や活力の創出に向け

た取組を進めたいと考えています。いただ

いたご意見については、今後の取組に当た

っての参考とさせていただきます。

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１３ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

燃料電池車両（ＦＣＶ）は、車内に水素

タンクを収納することから、乗車定員が

少なく、低床車両に向かない。また、車両

価格も比較的高額なため、乗車料金の高騰

が懸念される。運用コストの試算を示すべ

き。

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及は、脱

炭素化や再生可能エネルギーの導入促進な

どにおいて重要と考えています。

水素エネルギーの活用は、技術開発・実

証段階のものも多くあることから、今後の

技術開発等や水素価格の動向を踏まえなが

ら検証を進めていきます。いただいたご意

見は今後の取組に当たっての参考とさせて

いただきます。

１４ ７４ 第５章 誘導に

関する施策

５－５ 低未利

用地に関する考

え方

都市機能誘導区域内において、長期間

（１０年以上）低未利用地のまま続く土地

は多くあると認識している。民間の再開発

が計画どおりに進まないなどそれぞれの事

情があることは理解するが、都市機能低下

の原因となっている実態を踏まえ、低未利

用地を減らす上で実効性のある取組を強化

すべきではないか。

都市機能誘導区域内においては、土地の

有効利用が進み低未利用地が減少している

傾向ですが、比較的規模の小さな低未利用

地が一部で存在している状況です。低未利

用地が居住機能や都市機能の誘導の妨げに

なるとともに、都市の密度を低下させ、生

活サービスや公共サービスの非効率化を招

くことから、今後の都市づくりの取組にお

いて、低未利用地の有効利用に向けた検討

を進めていきます。

１５ ９８～

１００

第６章 立地適

正化計画におけ

る防災指針

６－３ 具体的

な取組

「避難場所の整備、機能向上」に関連し

て、避難所学校の受入れ体制（収容人数、

食料等の備蓄数）を明記すること。また、

大規模災害に備え、２次避難先についても

同様に明確化すること。

避難所については、関連計画に基づき指

定や備蓄を進めており、学校などの指定緊

急避難場所や基幹避難所、備蓄物資の配置

状況を市ＨＰに掲載しています。

また、指定避難所での生活が困難な要配

慮者のために、日常生活上の生活支援等の

体制が整った避難所として、要配慮者二次

避難所（福祉避難所）を災害発生後に開設

することとしており、候補施設について市

ＨＰに掲載しています。

ご意見を踏まえ、Ｐ１００に上記の情報

や災害時の情報入手先について追記しまし

た。

【変更前】

（記載なし）

【変更後】

（防災情報の入手先について追記）

１６ ９８～

１００

第６章 立地適

正化計画におけ

る防災指針

６－３ 具体的

な取組

「下水道の機能確保」に関連して、施設

の耐震化費用の受益者負担はある程度やむ

を得ないが、一般会計からの余剰金を利用

したら良い。改修工事をすぐやるべき。

耐震化を含む下水道施設の工事は、下水

道使用料に加えて、国の基準に基づき、一

般会計からの繰出金等を財源として計画的

に実施しております。

１７ １０３～

１０４

第７章 立地適

正化計画の実効

性向上に向けた

指標・目標値

７－２ 評価指

標・目標値の設

定

評価指標に地下鉄・ＪＲの乗車数が示さ

れ、現状以上が目標値となっているが、取

組効果を確認する指標であることを踏まえ

ると、少しでも大きい数値を示すべきでは

ないか。

今後は人口減少が見込まれており、地下

鉄・ＪＲの乗車数についても減少が想定さ

れることから、そのような中でも乗車数を

維持・増加することが持続可能な公共交通

ネットワークの構築に向けて重要と考えて

いるため、現状以上であるかどうかを評価

する考えです。

１８ ― 全体 近年の気候変動は自然破壊が理由のひと

つであるため、都市機能の適正配置や防災

対策等に動物の生態に配慮した開発が必要

ではないか。

生態系へ配慮することは重要であると認

識しており、同時に策定する「第３次札幌

市都市計画マスタープラン」でも「生物多

様性を育む生態系ネットワークの維持」を

取組の方向性として掲げております。個別

の誘導施設の立地や防災対策の実施に当た

っては、他の計画と整合を図り取組を進め

ていきます。
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Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１９ ― 全体 市民たちには学校卒業後も結婚後も両親

と一緒に家族で暮らして拡大家族を目指す

べき。

本計画では、都市づくりの基本目標の一

つとして、「札幌らしい地域の特色を生かし

た居住環境の形成により子育て・暮らし・

仕事など誰もが快適で多様なライフスタイ

ルを実現できる「ひと」中心の都市」を掲

げており、多様な世帯が暮らしやすい都市

づくりを進めていきます。

２０ ― 全体 札幌市独自の「地域交流拠点」につい

て、圏域から見た場合の選定の妥当性を議

論すべき。地域交流拠点の麻生・新琴似や

新さっぽろは、札幌市の計画では、市内の

交通結節点としての役割しか想定されてい

ないが、近隣市町村や新千歳空港等の自治

体を跨ぐ交通を取り上げ、どのように補完

されるか明確にすべき。

地域交流拠点は、主要な交通結節点周辺

や区役所周辺などの生活圏域の拠点である

とともに、札幌市内だけではなく、周辺都

市も含めた後背圏の広がりに応じて地域の

豊かな生活を支える中心的役割を担う重要

な拠点として位置づけております。

また、札幌市総合交通計画において、新

さっぽろ、麻生・新琴似は、圏域交通結節

点として、周辺自治体との玄関口として位

置づけています。

２１ ― その他 「札幌市交流拠点まちづくり推進事業」

について、「交流拠点」という名称では当該

計画を十分に表しているとは言い難く、「交

流施設」では何のことか分からない。市民

に誤解を与える表現であるので、「新幹線駅

（大東案）接続交通結節点拠点ビル」や

「新幹線駅隣接拠点施設」のような、具体

的にイメージできるような名称に変更すべ

き。

「札幌駅交流拠点」については、平成２

８年（２０１６年）に策定した第２次都心

まちづくり計画で、広域的な交通ネットワ

ークが結節する札幌の玄関口にふさわしい

広域交流を先導する拠点として位置づけて

おります。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきます。

２２ ― その他 北海道新幹線の新駅が大東案になって、

またバスターミナルの建設が遅れて、散ら

されたバス停がそのままになっていて、納

得できない。

臨時のプレハブバスターミナルを事業地

の空地に設置すべき。

北５西１西２地区第一種市街地再開発事

業の円滑な推進を図るとともに、仮設バス

乗降場については、引き続き事業者である

再開発組合と連携し、待合環境改善などに

努めていきます。

２３ ― その他 西区八軒地区は高齢化と核家族化が進ん

でいる。また、近年は教員不足の深刻化や

工事費など物価が上がっている。

全校生徒数が減少している八軒東中学校

は、校舎老朽化や財政難により維持管理が

難しいので、八軒中学校へ統合してほし

い。

札幌市では、「札幌市立小中学校の学校規

模の適正化に関する基本方針」を定め、未

来を担う子どもたちにとってより良い教育

環境を整えるため、学校の統合等による学

校規模の適正化を推進しています。

小中学校の統合に当たっては、地域のコ

ミュニティ拠点としての役割や跡地の活用

といった都市づくりとの関係が深いことか

ら、関係部署が一体となって継続して検討

を進めていきます。

２４～

２７

― その他 近隣市の海浜に海水浴場を開設し、炊事

場・バーベキューハウス・海上アスレチッ

クを設置してほしい。

＜類似意見 ３件＞

北海道や近隣市町村との連携を図りなが

ら、圏域における魅力や活力の創出に向け

た取組を進めたいと考えています。いただ

いたご意見については、今後の取組に当た

っての参考とさせていただきます。

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

１３ ７１～

７３

第５章 誘導に

関する施策

５－３ 公共交

通や円滑な移動

に関する施策

燃料電池車両（ＦＣＶ）は、車内に水素

タンクを収納することから、乗車定員が

少なく、低床車両に向かない。また、車両

価格も比較的高額なため、乗車料金の高騰

が懸念される。運用コストの試算を示すべ

き。

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及は、脱

炭素化や再生可能エネルギーの導入促進な

どにおいて重要と考えています。

水素エネルギーの活用は、技術開発・実

証段階のものも多くあることから、今後の

技術開発等や水素価格の動向を踏まえなが

ら検証を進めていきます。いただいたご意

見は今後の取組に当たっての参考とさせて

いただきます。

１４ ７４ 第５章 誘導に

関する施策

５－５ 低未利

用地に関する考

え方

都市機能誘導区域内において、長期間

（１０年以上）低未利用地のまま続く土地

は多くあると認識している。民間の再開発

が計画どおりに進まないなどそれぞれの事

情があることは理解するが、都市機能低下

の原因となっている実態を踏まえ、低未利

用地を減らす上で実効性のある取組を強化

すべきではないか。

都市機能誘導区域内においては、土地の

有効利用が進み低未利用地が減少している

傾向ですが、比較的規模の小さな低未利用

地が一部で存在している状況です。低未利

用地が居住機能や都市機能の誘導の妨げに

なるとともに、都市の密度を低下させ、生

活サービスや公共サービスの非効率化を招

くことから、今後の都市づくりの取組にお

いて、低未利用地の有効利用に向けた検討

を進めていきます。

１５ ９８～

１００

第６章 立地適

正化計画におけ

る防災指針

６－３ 具体的

な取組

「避難場所の整備、機能向上」に関連し

て、避難所学校の受入れ体制（収容人数、

食料等の備蓄数）を明記すること。また、

大規模災害に備え、２次避難先についても

同様に明確化すること。

避難所については、関連計画に基づき指

定や備蓄を進めており、学校などの指定緊

急避難場所や基幹避難所、備蓄物資の配置

状況を市ＨＰに掲載しています。

また、指定避難所での生活が困難な要配

慮者のために、日常生活上の生活支援等の

体制が整った避難所として、要配慮者二次

避難所（福祉避難所）を災害発生後に開設

することとしており、候補施設について市

ＨＰに掲載しています。

ご意見を踏まえ、Ｐ１００に上記の情報

や災害時の情報入手先について追記しまし

た。

【変更前】

（記載なし）

【変更後】

（防災情報の入手先について追記）

１６ ９８～

１００

第６章 立地適

正化計画におけ

る防災指針

６－３ 具体的

な取組

「下水道の機能確保」に関連して、施設

の耐震化費用の受益者負担はある程度やむ

を得ないが、一般会計からの余剰金を利用

したら良い。改修工事をすぐやるべき。

耐震化を含む下水道施設の工事は、下水

道使用料に加えて、国の基準に基づき、一

般会計からの繰出金等を財源として計画的

に実施しております。

１７ １０３～

１０４

第７章 立地適

正化計画の実効

性向上に向けた

指標・目標値

７－２ 評価指

標・目標値の設

定

評価指標に地下鉄・ＪＲの乗車数が示さ

れ、現状以上が目標値となっているが、取

組効果を確認する指標であることを踏まえ

ると、少しでも大きい数値を示すべきでは

ないか。

今後は人口減少が見込まれており、地下

鉄・ＪＲの乗車数についても減少が想定さ

れることから、そのような中でも乗車数を

維持・増加することが持続可能な公共交通

ネットワークの構築に向けて重要と考えて

いるため、現状以上であるかどうかを評価

する考えです。

１８ ― 全体 近年の気候変動は自然破壊が理由のひと

つであるため、都市機能の適正配置や防災

対策等に動物の生態に配慮した開発が必要

ではないか。

生態系へ配慮することは重要であると認

識しており、同時に策定する「第３次札幌

市都市計画マスタープラン」でも「生物多

様性を育む生態系ネットワークの維持」を

取組の方向性として掲げております。個別

の誘導施設の立地や防災対策の実施に当た

っては、他の計画と整合を図り取組を進め

ていきます。
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6 地域特性の分析
地域特性を把握するため、都心や地域交流拠点において、それぞれの特徴等について整理し

ました。

（１）地域交流拠点の後背圏の設定

地域交流拠点の後背圏を「まちづくりセンターエリア単位」を基本に設定しました。

備考

【資料】地域交流拠点の後背圏：札幌市、人流データ：

データ提供：ＫＤＤＩ・技研商事インターナショナル「ＫＤＤＩ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ」

　・調査に用いたデータは ａｕ（ＫＤＤＩ）スマートフォンの位置情報ビッグデータ。(ａｕスマートフォンユーザーからの同意に

　　基づき取得し、個人が特定できない形式に加工した位置情報および属性（性別・年齢層）情報データ）

　・データには２０歳未満、およびインバウンド観光利用者のデータは含まれません。

　・分析結果の数値は全人口推計値（サンプルを、国勢調査の市区町村別・性年代別人口に基づいて拡大した値）となります。

ＫＤＤＩ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ

※各地域交流拠点の後背圏を、人流データを用いて分析した住民の拠点利用状況を基本に、一部バス路線

などを考慮して「まちづくりセンターエリア単位」で選定

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

２８２８ ―― その他その他 札幌駅の北口を、札沼線１１番線乗り場

から直接出られるよう設置すべき。

札幌駅の北口を、札沼線１１番線乗り場

から直接出られるよう設置すべき。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。
２９２９ ―― その他その他 陸上自衛隊第１１旅団の真駒内駐屯地

は、旅団化により人員が縮小して、今後の

少子化で、更に縮小が予想される。真駒内

駐屯地の段階的な市有地への譲渡を防衛省

と交渉すべき。

陸上自衛隊第１１旅団の真駒内駐屯地

は、旅団化により人員が縮小して、今後の

少子化で、更に縮小が予想される。真駒内

駐屯地の段階的な市有地への譲渡を防衛省

と交渉すべき。

３０３０ ―― その他その他 市営プールを民営化すべき。市営プールを民営化すべき。

３１３１ ―― その他その他 「外国人生活保護」「外国人留学生補助

金」「外国人特定技能在留」「外国人育成就

労制度」を廃止し、移民政策を阻止すべ

き。

民間企業に働いてる外国人たちを解雇さ

せ、日本で生活してる外国人たちを退去さ

せたい。

「外国人生活保護」「外国人留学生補助

金」「外国人特定技能在留」「外国人育成就

労制度」を廃止し、移民政策を阻止すべ

き。

民間企業に働いてる外国人たちを解雇さ

せ、日本で生活してる外国人たちを退去さ

せたい。

３２３２ ―― その他その他 ギャンブルの依存症、犯罪、幼児置き去

り死によるトラブルが相次いでいるため、

パチンコ店の営業を禁止させたい。

ギャンブルの依存症、犯罪、幼児置き去

り死によるトラブルが相次いでいるため、

パチンコ店の営業を禁止させたい。

３３～

３４

３３～

３４

―― その他その他 自衛隊の音楽隊による演奏会をショッピ

ングモールで開催させたい。

＜類似意見 １件＞

自衛隊の音楽隊による演奏会をショッピ

ングモールで開催させたい。

＜類似意見 １件＞

３５３５ ―― その他その他 世界各国で認めているように、日本もス

パイ防止法を認め、日本の国体・伝統文化

を守るためにスパイ防止法の制定を目指す

べき。

世界各国で認めているように、日本もス

パイ防止法を認め、日本の国体・伝統文化

を守るためにスパイ防止法の制定を目指す

べき。
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6 地域特性の分析
地域特性を把握するため、都心や地域交流拠点において、それぞれの特徴等について整理し

ました。

（１）地域交流拠点の後背圏の設定

地域交流拠点の後背圏を「まちづくりセンターエリア単位」を基本に設定しました。

備考

【資料】地域交流拠点の後背圏：札幌市、人流データ：

データ提供：ＫＤＤＩ・技研商事インターナショナル「ＫＤＤＩ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ」

　・調査に用いたデータは ａｕ（ＫＤＤＩ）スマートフォンの位置情報ビッグデータ。(ａｕスマートフォンユーザーからの同意に

　　基づき取得し、個人が特定できない形式に加工した位置情報および属性（性別・年齢層）情報データ）

　・データには２０歳未満、およびインバウンド観光利用者のデータは含まれません。

　・分析結果の数値は全人口推計値（サンプルを、国勢調査の市区町村別・性年代別人口に基づいて拡大した値）となります。

ＫＤＤＩ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ

※各地域交流拠点の後背圏を、人流データを用いて分析した住民の拠点利用状況を基本に、一部バス路線

などを考慮して「まちづくりセンターエリア単位」で選定

Ｎо.
該当

ページ
該当項目 意見の概要 札幌市の考え方

２８２８ ―― その他その他 札幌駅の北口を、札沼線１１番線乗り場

から直接出られるよう設置すべき。

札幌駅の北口を、札沼線１１番線乗り場

から直接出られるよう設置すべき。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。

いただいたご意見については、今後の取

組に当たっての参考とさせていただきま

す。
２９２９ ―― その他その他 陸上自衛隊第１１旅団の真駒内駐屯地

は、旅団化により人員が縮小して、今後の

少子化で、更に縮小が予想される。真駒内

駐屯地の段階的な市有地への譲渡を防衛省

と交渉すべき。

陸上自衛隊第１１旅団の真駒内駐屯地

は、旅団化により人員が縮小して、今後の

少子化で、更に縮小が予想される。真駒内

駐屯地の段階的な市有地への譲渡を防衛省

と交渉すべき。

３０３０ ―― その他その他 市営プールを民営化すべき。市営プールを民営化すべき。

３１３１ ―― その他その他 「外国人生活保護」「外国人留学生補助

金」「外国人特定技能在留」「外国人育成就

労制度」を廃止し、移民政策を阻止すべ

き。

民間企業に働いてる外国人たちを解雇さ

せ、日本で生活してる外国人たちを退去さ

せたい。

「外国人生活保護」「外国人留学生補助

金」「外国人特定技能在留」「外国人育成就

労制度」を廃止し、移民政策を阻止すべ

き。

民間企業に働いてる外国人たちを解雇さ

せ、日本で生活してる外国人たちを退去さ

せたい。

３２３２ ―― その他その他 ギャンブルの依存症、犯罪、幼児置き去

り死によるトラブルが相次いでいるため、

パチンコ店の営業を禁止させたい。

ギャンブルの依存症、犯罪、幼児置き去

り死によるトラブルが相次いでいるため、

パチンコ店の営業を禁止させたい。

３３～

３４

３３～

３４

―― その他その他 自衛隊の音楽隊による演奏会をショッピ

ングモールで開催させたい。

＜類似意見 １件＞

自衛隊の音楽隊による演奏会をショッピ

ングモールで開催させたい。

＜類似意見 １件＞

３５３５ ―― その他その他 世界各国で認めているように、日本もス

パイ防止法を認め、日本の国体・伝統文化

を守るためにスパイ防止法の制定を目指す

べき。

世界各国で認めているように、日本もス

パイ防止法を認め、日本の国体・伝統文化

を守るためにスパイ防止法の制定を目指す

べき。
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7-2 Ｒ２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）

7 人口の動向

7-1 Ｈ２２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※平成２２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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7-2 Ｒ２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）

7 人口の動向

7-1 Ｈ２２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※平成２２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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7- 4 Ｈ２２-Ｒ２の人口増減率（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※平成２２年・令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）

7-3 Ｒ２２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人

口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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7- 4 Ｈ２２-Ｒ２の人口増減率（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※平成２２年・令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）

7-3 Ｒ２２の総人口・年齢３区分別人口分布図（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人

口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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7-6 Ｒ２・Ｒ２２・Ｒ３２の人口減少段階（まちづくりセンターエリア単位）

備考

【資料】

まちづくりセンターエリア別人口減少段階：札幌市

※平成２２年・令和２年国勢調査人口、および令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推

計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出した将

来推計人口を基に整理

●令和２年の人口減少段階 ●令和２２年の人口減少段階

●令和３２年の人口減少段階

※人口減少は、大きく分けると下記の三段階を経

て進行すると言われています。

第一段階：年少人口は減少するが、老年人口は

増加

第二段階：年少人口の減少が加速化、老年人口

が維持から微減

第三段階：年少人口の減少が一層加速化、老年

人口も減少

7-5 Ｒ２-Ｒ２２の人口増減率（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※【Ｒ２】令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

※【Ｒ２２】令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社

会保障・人口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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7-6 Ｒ２・Ｒ２２・Ｒ３２の人口減少段階（まちづくりセンターエリア単位）

備考

【資料】

まちづくりセンターエリア別人口減少段階：札幌市

※平成２２年・令和２年国勢調査人口、および令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推

計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出した将

来推計人口を基に整理

●令和２年の人口減少段階 ●令和２２年の人口減少段階

●令和３２年の人口減少段階

※人口減少は、大きく分けると下記の三段階を経

て進行すると言われています。

第一段階：年少人口は減少するが、老年人口は

増加

第二段階：年少人口の減少が加速化、老年人口

が維持から微減

第三段階：年少人口の減少が一層加速化、老年

人口も減少

7-5 Ｒ２-Ｒ２２の人口増減率（１００ｍメッシュ）

備考

【資料】

１００ｍメッシュ人口：札幌市

※【Ｒ２】令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、建物の立地状況を考慮して１００ｍメッシュへ配分

※【Ｒ２２】令和２年国勢調査（５歳階級別人口）を基に、「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社

会保障・人口問題研究所）」の手法を参考にコーホート要因法により算出

●総人口 ●年少人口（０歳～１４歳）

●生産年齢人口（１５歳～６４歳） ●老年人口（６５歳以上）
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8 都市機能立地状況

8-1 日常生活を支える都市機能

都市機能誘導区域内外の割合 備考

【資料】（令和７年時点）

２００床以上の病院：医療機関名簿（北海道保健福祉部地域

医療推進局医務薬務課）

※一般病床を２００床以上有する病院を抽出して整理

子どもの屋内遊び場：札幌市

※０歳～１２歳程度の子どもを対象に体を動かして遊ぶこと

を目的とした遊戯施設でインターネット上の公開情報から床

面積が１,０００㎡未満と予想される施設を除いて整理

大規模な商業施設：全国大型小売店総覧（東洋経済新報社）

※店舗面積１０,０００㎡以上の施設を抽出して整理

都市機能

誘導区域内

36 施設

32.7%
都市機能

誘導区域外

74 施設

67.3%

（参考）コーホート要因法による将来人口推計について

「コーホート要因法」は、ある年の男女・年齢別人口を基準として、コーホート（同期間に出

生した集団）ごとに、人口動態（出生・死亡）や人口移動に仮定を置いて将来の人口を計算する

方法です。

将来推計人口は５歳階級ごと、５年ごとに計算しており、各地域ごとに以下について仮定値を

設定して計算します。

① 生残率（５年後の生存人口／当期の５歳前の階級の人口）

② 純移動率（５年後の「転入数―転出数」／当期の５歳前の階級の人口）

③ 子ども女性比（５年後の ０-４歳人口／５年後の女性 ２０-４４歳人口）

④ ０-４歳性比（男性／女性）

例えば、２０２０年人口を基に２０２５年人口を推計する場合は、以下のように計算します。

５歳以上の各階級人口＝２０２０年の５歳前階級人口×（生残率＋純移動率）

０-４歳階級人口＝２０２５年の女性 ２０-４４歳人口×子ども女性比×０-４歳比率

コーホート要因法による将来人口推計の流れ 資料：国土交通省
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